
令和７年２月高原町農業委員会定例総会会議録 

 

１．開催日時    令和７年２月２８日（火）午前９時３０分から午前１０時２０分まで                      

２．開催場所    高原町役場２階第４会議室 

３．出席委員    １４名     

          農業委員７名   

          会長   １番 山元啓嗣  会長代理 ２番 加藤正博 

               ３番 入木真一       ４番 郡山信敏 

               ５番 佐藤哲夫       ６番 邊木園浩子 

７番 下村健一 

農地利用最適化推進委員７名 

１１番 石山浩文  １２番 大迫恒作 １３番 坂元朋子 

１４番 酒匂清治  １５番 鳥集公測 １６番 西村真一 

 １７番 真方実喜男 １８番 山下孝行 

４．日程 

   第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

       議事録署名委員   ６番 邊木園委員    ７番 下村委員   

       会議書記      次長 田原修司 

  第２ 議案第５４号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を

求める。 

     議案第５５号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権

移転について意見を求める。 

議案第５６号  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権

設定について意見を求める。 

議案第５７号   農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積

等促進計画の利用権設定について意見を求める。 

  

５．農業委員会事務局職員 

       事務局長 中別府 和也   次長 田原修司 

６．会議の概要 

（田原次長）皆さん、おはようございます。定刻より少し早いですけど、委員の

皆様お揃いですのでこれから始めさせていただきたいと思います。一同

ご起立下さい。「一同礼」。お座り下さい。 

（事務局長）おはようございます。今月の定例総会案件は、議案第５４号から議案第５７号

の議案２０件です。ご審議方よろしくお願いいたします。ここで今月の議案に訂正

がございましたので１３ページをお開きいただきたいと思います。１３ページの



写真の方の①と②、これを反対にしていただきたいと思います。手違いがございま

した。大きい方が②番小さい方が①番ということで訂正をお願いします。よろしく

お願いします。令和７年３月の定例総会は２８日（金）です。議案審議及び転用議

案等に係る現地調査は、２１日（金）にお願いする予定です。３月の４条・５条に

係る調査委員会は、第１調査委員会です。どうぞよろしくお願いします。なお、本

日の総会終了後、非農地の判断について、高原町農地移動適正化あっせん基準の改

正について説明を行いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、

山元会長がご挨拶を申し上げます。 

（会長あいさつ） 

（会長代理）ただいまの出席委員は、農業委員７名中７名、推進委員８名中８名であります。 

高原町農業委員会規則第５条の規定の定足数に達しておりますので、本総会は成

立していることを報告します。これより、令和７年２月の農業委員会定例総会を開

催いたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（議長）それではこれより議事に入ります。まず、日程第１ 本日の議事録署名委員、及び

会議書記の指名を行います。高原町農業委員会規則第１９条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長から指名いたします。ご異議ありませんか。 

（はいの声あり） 

（議長）それでは、議事録署名委員に、３番 入木委員 と ４番 郡山委員 を指名 

いたします。なお、本日の書記は事務局の田原次長にお願いいたします。次に、日

程第２ 議案審議に入ります。 

（議長）議案第５４号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求め

る。」を議題とします。事務局長に説明をお願いいたします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書の４ページをご覧ください。今回の農地法第３条による所有権移転申請件

数は６件でございます。第１項、譲受人 飯干 和子氏 ・ 譲渡人 恒吉 吉

和氏 による親族間の贈与で、田１筆 １，８３４㎡ です。調査委員は邊木園

委員です。第２項、譲受人 飯干 和子氏 ・ 譲渡人 邊木園 十三夫氏 に

よる親族間の贈与で、畑１筆 ８９４㎡ です。調査委員は邊木園委員です。第

３項、譲受人 内村 富代子 氏 ・ 譲渡人 高原町 による公共事業に伴う

農地交換になります。畑１筆 ３４㎡ です。調査委員は坂元委員です。第４

項、譲受人 岩﨑 直広氏 ・ 譲渡人 岩﨑 末治氏 による親族間の贈与

で、田６筆 １５，１６２㎡ 畑３筆 １１，３９６㎡ 合計９筆 ２６，５５

８㎡ です。調査委員は真方委員です。第５項、譲受人 盛永 道男氏 ・ 譲

渡人 江田 美知子氏 による知人間の贈与で、畑２筆 ２，２６２㎡ です。

調査委員は山下委員です。第６項、譲受人 江田 修一氏 ・ 譲渡人 盛永 

道男氏 による知人間の贈与で、畑１筆 １，０２６㎡ です。調査委員は山下



委員です。以上の案件は、受付審査の結果、機械の所有状況、農作業従事者数、

により効率利用要件と農作業従事要件、地域との調和要件の３つの要件をすべて

満たしていると考えております。以上でございます。 

（議長）本件につきましては、地元委員に現地調査を付託しておりますので、その報告を求

めます。まず第１項及と第２項につきましては、事務局の榎田主査が調査をしてお

りますので、調査内容の報告をお願いします。 

（事務局 榎田主査）議長（榎田主査） 

第５４号第１項、第２項について現地調査をいたしました。まず第１項から報告

いたします。２月１９日水曜日、現地調査を実施いたしました。譲渡人、譲受人

に２月２６日９時頃電話にて確認を行いました。譲渡人と譲受人は姉弟であると

のことでした。申請理は議案書の９ページの航空写真をご覧ください。場所は西

麓 木場谷の１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター２台、軽トラック

１台等を所有されていました。農作業は家族２名、本人と夫で経営され従事日数

も満たされています。３条の使用貸借で契約を結んで耕作していた所になります

ので、今後も引き続き耕作するとのことで、問題ないと判断いたします。地域経

営体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活動に参加して協

力するなど特に問題ないと判断いたしました。続きまして第２項の報告をいたし

ます。２月１９日水曜日、現地調査を実施しました。２月２６日９時頃、譲渡人

と譲受人に電話で双方に確認を行いました。申請地は議案書の１０ページの航空

写真をご覧ください。第１項と隣接地になります。場所は西麓、木場谷の１筆で

す。譲受人は農業用機械としてトラクター２台、軽トラック１台等を所有されて

いました。農作業は家族２名で経営され従事日数も満たされています。地域経営

体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活動にも参加するな

ど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）続きまして第３項は、坂元委員に調査内容の報告をお願いいたします。 

（坂元委員）１３番坂元が報告いたします。議案４ページの第５４号第３項について２月２

４日月曜日、現地調査をいたしました。２月２７日１０時から譲受人に電話をして

確認をいたしました。申請地は議案書の１１ページの航空写真をご覧ください。場

所は大字西麓字広原の農地１筆です。こちらは公共事業がありましての交換とい

うことで、代替え地として譲受けをされるものです。譲受人は農業用機械としてト

ラクター、耕運機等を所有されていました。農作業はご夫婦２名で経営されていて

従事日数も満たされております。地域経営体への集積等の取組にも連携を取って

おられ、地域の話し合い活動にも参加して協力するなど特に問題ないと判断いた

します。以上です。 

（議長）第４項につきましては、真方委員から調査内容の報告をお願いいたします。 

（真方委員）第５４号第４項について真方が報告いたします。２月２４日月曜日、現地調査



を実施いたしました。１時から２時の間に行いました。自宅を訪問したのですが居

られなかったものですから、１８時に電話をして本人確認を行いました。申請地は

１２ページの航空写真をご覧ください。場所は蒲牟田の農地９筆です。譲受人は農

業用機械としてトラクター２台、畜産をやっておられるものですから、その他各種

機械を所有されていました。農作業は家族２名で経営され、従事日数も満たされて

います。地域経営体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活動

にも参加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。以上です。 

（議長）続きまして第５項及び第６項は、山下委員に調査内容の報告をお願いします。 

（山下委員）１８番山下が報告いたします。第５４号第５項について報告をいたします。 

２月２６日水曜日、現地調査を実施しました。現在イタリアンが作付けされてい

る状況でございました。当日の１１時から譲渡人、譲受人宅をそれぞれ訪問して

双方の確認を行ったところです。申請地は議案１３ページの航空写真のとおりで

す。場所は広原の農地２筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター５台を所

有されていました。農作業は家族２名で経営され従事日数も満たされています。

地域経営体への集積等の取組にも連携を取っており、地域の話し合い活動にも参

加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。続きまして第５４号第６

項について報告をいたします。２月２６日水曜日、現地調査をいたしました。現

在ロータリー耕がされ雑草のない状況でございました。譲渡人、譲受人宅を訪問

して双方の確認を行ったところです。申請地は１４ページの航空写真のとおりで

す。場所は広原の農地１筆です。譲受人は農業用機械としてトラクター３台、コ

ンバイン１台を所有されていました。農作業は３名で経営され従事日数も満たさ

れています。地域経営体への集積等の取組にも連携を計っており、地域の話し合

い活動に参加して協力するなど特に問題ないと判断いたしました。追加ですが第

５項と第６項は交換という形で農地の集約を計るもので、面積には差があります

が、１個の農地の形状、１筆が小面積であるなどお互いこれを承諾したものです。

以上報告を終わります。 

（議長）ありがとうございました。以上で報告が終わりましたので、これより審議に入りま

す。何かご意見ございませんか。 

（議長）入木委員 

（入木委員）２項の現況、畑と書いてあるんですけど田んぼではないですか。 

（事務局長）議長（はい、事務局長） 

    入木委員のおっしゃる通り１枚になっております。現況的にはですね。３筆に分か

れているんですけど１枚で田んぼを作っていると、現況は田ということになりま

す。申し訳ございません。第２項の現況は田ということで訂正をお願いします。す

みません。 

（議長）他にございませんか。よろしいですか。 



（はいの声あり） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。議案第５４号

「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について意見を求める。」に賛成の方

の挙手をお願いいたします。  

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５４号については、申請どおり許可することに決定をい

たしました。 

（議長）次に、議案第５５号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権

移転について意見を求める。」を議題とします。事務局長、説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書は１６ページをご覧ください。今回の農用地利用集積計画の所有権移転申

請件数は２件でございます。第１項、譲受人 若松 健太氏 ・ 譲渡人 若松 

令子氏 の申請案件で、畑１筆 ３，４４４㎡で、売買価格は総額 ５１６，６０

０円です。申請地は１７ページになります。鳥集委員、真方委員のあっせんを受け

ております。第２項、譲受人 田中 裕輝氏 ・ 譲渡人 平野 純一氏 の申請

案件で、田３筆 ３，９１６㎡で、売買価格は総額 ５８万円です。申請地は１８

ページになります。鳥集委員、真方委員のあっせんを受けております。当該案件に

つきましては、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合し、農用地

を効率的に利用し、農作業に常時従事すること等の各要件を満たしていると考え

ております。以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声あり） 

（議長）それではこれをもって、審議を終わります。これより採決いたします。議案第５５

号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の所有権移転について意

見を求める。」に賛成の方の挙手を求めます。 

（議長）全員賛成ですので、議案第５５号は申請どおり許可することに決定いたしました。 

（議長）議案第５６号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権設定に

ついて意見を求める。」を議題とします。事務局長、説明をお願いします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

議案書の２０ページをご覧ください。今回の農用地利用集積計画の利用権設定申

請件数は５件でございます。第１項、借受人 農事組合法人はなどう 代表理事 

髙野瀬 稔氏 ・ 貸渡人 久保田 タヅ子氏 による賃貸借で、田１筆 ９４

９㎡、賃借料は年総額 玄米３０ｋｇ１袋、賃貸借期間は令和７年５月１日から

令和１２年４月３０日までの５年間の再設定です。第２項、借受人 合同会社米

夢 代表社員 有水 耕治氏 ・ 貸渡人 廣田 憲雄氏 による賃貸借で、田



３筆 ３，２２２㎡、賃借料は年総額 ２８，０００円、賃貸借期間は令和７年

６月１日から令和１２年５月３１日までの５年間の再設定です。第３項、借受人 

合同会社米夢 代表社員 有水 耕治氏 ・ 貸渡人 今西 弘一氏 による賃

貸借で、田６筆 ２，１９６㎡、賃借料は年総額 玄米３０ｋｇ２袋、賃貸借期

間は令和７年６月１日から令和１２年５月３１日までの５年間の再設定です。第

４項、借受人 久保田 信男氏 ・ 貸渡人 山迫 祐介氏 による賃貸借で、

田４筆 １４，１０７㎡ 畑７筆 ８，５６２㎡ 計１１筆 ２２，６６９㎡、

賃借料は議案、次の第５項と併せて年総額 玄米３０ｋｇ１５袋、賃貸借期間は

令和７年３月１日から令和１２年２月２８日までの５年間の新規設定です。第５

項、借受人 久保田 信男氏 ・ 貸渡人 山迫 祐介氏他１名 による賃貸借

で、田１筆 ２，６５５㎡、賃借料は先ほどの第４項と併せて年総額 玄米３０

ｋｇ１５袋、賃貸借期間は令和７年３月１日から令和１２年２月２８日までの５

年間の新規設定です。当該案件につきましては、旧農業経営基盤強化促進法第１

８条の要件 農用地を効率的に利用し、農作業に常時従事すること等の要件を満

たしていると考えております。以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご質問ございませんか。 

（大迫委員）いいですか。（はい、大迫委員） 

    １２番大迫です。１項について質問ですけど久保田タヅ子さんてご存命ですかね。

この前、看板出てなかったですかね。 

（議長）暫時休憩いたします。 

（議長）休憩前に引き続き審議に入ります。ご存命ということでした。他にございませんか。 

（議長）よろしいですか。 

（はいの声あり） 

（議長）それではこれをもって審議を終わります。これより採決いたします。 

議案第５６号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の利用権設定

について意見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

（議長） 全員賛成ですので、議案第５６号は申請どおり許可することに決定いたしました。 

（議長）次に議案第５７号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等 

促進計画の利用権設定について意見を求める。」議題とします。事務局長、説明

をお願いいたします。 

（事務局長）議長、事務局長 （はい、事務局長） 

    この案件は中間管理事業制度による利用権設定でございます。議案書は２８ペー

ジからと３２ページからを一緒にご覧ください。なお説明に際し、貸渡人と借受人

の間に入っております宮崎県農業振興公社の説明は省略させていただきます。第

１項、貸渡人 川口 修氏 ・ 借受人 高元 博志氏 の申請案件で、畑１筆 



１，４６０㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額 ７，３００円、賃貸借期間は令和７

年４月１日から令和１７年３月３１日までの１０年間の新規設定です。第２項、貸

渡人 相続人代表 川口 修氏 ・ 借受人 高元 博志氏 の申請案件で、畑１

筆 １，９５５㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額 ９，７７５円、賃貸借期間は令

和７年４月１日から令和１７年３月３１日までの１０年間の新規設定です。なお、

相続人は配偶者１人、子ども２人となります。配偶者が１／２、子ども１人の同意

をいただいており１／４、合計３／４の同意ということになります。第３項、貸渡

人 大迫 忠氏 ・ 借受人 合名会社 児玉 実次（さねじ）商店 代表社員 

児玉 実範氏 の申請案件で、畑２筆 ３，９６０㎡ の賃貸借で、賃借料は年総

額 ３０，０００円、賃貸借期間は令和７年４月１日から令和１７年３月３１日ま

での１０年間の新規設定です。第４項、貸渡人 迫間 隆司氏 ・ 借受人 合名

会社 児玉 実次（さねじ）商店 代表社員 児玉 実範氏申請案件で、田１筆 

４，３４０㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額 ４３，４００円、賃貸借期間は令和

７年４月１日から令和１７年３月３１日までの１０年間の新規設定です。第５項、

貸渡人 相続人代表 田中 勝照氏 ・ 借受人 日髙 鉄男氏 の申請案件で、

田１筆 １，４７６㎡ の賃貸借で、賃借料は年総額 ３６，９００円、賃貸借期

間は令和７年４月１日から令和１１年３月３１日までの４年間の新規設定です。

なお、相続人は子ども３人となります。子どもさん２人の同意をいただいており合

計２／３の同意ということになります。第６項、貸渡人 真方 留夫氏 ・ 借受

人 片野坂 孝治氏 の申請案件で、田１筆 ４，０４２㎡ の賃貸借で、賃借料

は年総額１５，０００円、賃貸借期間は令和７年５月１日から令和１７年４月３０

日までの１０年間の新規設定です。第７項、貸渡人 相続人代表 中武 幸子

氏 ・ 借受人 奥野 恵子氏 の申請案件で、畑４筆 １１，１６３㎡ の賃貸

借で、賃借料は年総額５５，８１５円、賃貸借期間は令和７年６月１日から令和１

７年５月３１日までの１０年間の新規設定です。なお、相続人は配偶者１人、子ど

も３人となります。配偶者が１／２、子ども１人の同意をいただいており１／６、

合計４／６で２／３の同意ということになります。説明は以上でございます。 

（議長）説明が終わりましたので、これより審議に入ります。何かご意見ございませんか。 

（議長）真方委員。 

（真方委員）１７番真方です。５項について質問なんですけど、反あたり 25,000円という

ことで賃借料にしては高いんですけど。何か理由があったら教えていただきたい。 

（議長）暫時休憩をいたします。 

（議長）休憩前に引き続き審議に入ります。事務局長。 

（事務局長）はい、お答えいたします。ＷＣＳの補助金関係等の兼ね合いもございまして、

この金額になっています。この田中さんは日髙さんの他の土地も賃貸借している

分もございます。同じような金額ということで今回この金額になっている状況で



す。以上でございます。 

（議長）よろしいですか。他にございませんか。 

（議長）ないようですので、これをもって審議を終わります。これより採決いたします。 

議案第５７号「農地中間管理事業の推進に関する法律による農用地利用集積等促

進計画の利用権設定について意見を求める。」に賛成の方の挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

（議長）全員賛成ですので、議案第５７号は、申請どおり許可することに決定をいたしまし

た。 

（会長代理）以上で、本日提案いたしました議案の審議は、すべて終了いたしました。こ

れを持ちまして、２月の農業委員会定例総会を閉会いたします。 

（田原次長）ご起立をお願いいたします。 「一同礼」。 お座りください。 

 

 


